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平成１９年度水源林造成事業期中評価委員会における

評価検討について(素案)

、 、林野庁が実施する水源林造成事業期中評価に当たり 評価の客観性の確保

多様な意見の反映、評価手法の向上を図ることなどから、本委員会に期中評

価の意見を求めたところである。

今年度は、評価委員会開催前に緑資源機構の官製談合問題により機構組織

が廃止される方向が示されるなど、事業実施主体の緑資源機構を取り巻く状

況に大きな変化が見られたが、評価事業である水源林造成事業は、機構廃止

後も独立行政法人で継続実施される方向であることから、従前どおり期中評

価を行うこととして、これまで同様に期中評価委員会を開催することとなっ

たところである。

このため、委員会を２回開催し、水源林造成事業について、現地調査の実

施を含め地区別に事業の実施状況等の検討を行い、総合的かつ客観的に評価

を行った。

その結果、期中評価の基本的考え方、検討手法を明らかにするとともに、

期中評価の実施に当たり、判断材料として用いたデータや期中評価委員会の

主な意見を取りまとめた「項目別取りまとめ表 、事業の今後の取扱いにつ」

いて決定した「期中評価結果」を取りまとめたので報告する。

評価に当たっては、水源林造成事業が５０年ないし８０年程度の長期間に

わたる契約に基づき森林を造成する事業であるという特殊性を十分に勘案し

たところである。

なお、今年度の評価対象地区は、平成１４年度に期中評価を行った箇所で

あるため、前回と大きな変化がないものとして、植栽木の広葉樹林化や生育

不良の分析、地元へのアンケート調査は省略とした。

１ 水源林造成事業の基本的考え方

(1) 公共事業は、絶えず国民のニーズに即し実行される必要性があり、特

に、近年にあっては、事業の効率性や透明性の確保が強く求められてい

る。

このため、事業の重点化による早期完成、コストの縮減、費用対効果

分析の導入等、事業の効率的、効果的な実行を確保するための努力が行

われている。

期中評価システムは、これら一連の公共事業の見直しの一環をなすも

のである。これは、実行中の事業について社会経済情勢の変化等を踏ま

えた評価を実施し、その結果、必要な場合は事業の見直しを行うほか、

継続が適当と認められない場合は休止または中止とするものであって、

公共事業の効率性や透明性を確保する上で極めて重要な作業であり、適
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正に行われる必要がある。

(2) 水源林造成事業は、民間による造林が困難な奥地水源地域において水

源をかん養するため、独立行政法人緑資源機構が造林費負担者として、

造林地所有者及び造林者との間で５０年ないし８０年程度の分収造林契

約を締結し、急速かつ計画的に森林の造成を行う事業である。

地域の民有林等をとりまく状況は、森林・林業・山村を巡る大きな変

化から、大変厳しく、林業生産活動のみを通じて森林を適切に整備・保

全することは、ますます難しくなっている。

このため、良質な水、山地災害等に対し安全かつ安心な生活を確保す

る観点から、水源林造成事業は、水源かん養機能等の公益的機能の発揮

に対する要請の高い森林のうち、森林所有者等の自助努力による林業生

産活動のみでは適正な整備が進み難い森林について、その適正な整備を

図るために重要な手段として位置づけられている。

(3) 今回の期中評価に当たっては、水源林造成事業が、独立行政法人緑資

源機構と造林地所有者、造林者との三者による５０年ないし８０年程度

の契約に基づいて行われるものであるという事業の特殊性を踏まえつ

つ、上記の認識に基づき、適切な評価を期して次のとおり実施すること

とする。

ア 造成中の水源林について、森林・林業情勢、農山漁村の状況その他

の社会経済情勢の変化から、今後の事業実行の必要性を検討し、

、 、イ 事業実行に当たって 生育状況等の面から見て問題はないかを含め

今後の取り扱い等について検討するなど、

総合的に判断し、最終的な期中評価結果を導き出すこととする。

２ 委員会における検討及び評価

(1) 期中評価は、事業開始から１０年以上経過した時点で継続中の事業に

ついて５年ごとに実施するものとされており、評価の対象となる事業地

の件数が多数にのぼるため、毎年事業地の５分の１ずつを対象として、

順次評価を行う方法がとられている。

今回の期中評価の対象となる水源林造成事業の事業地は、昭和３７年

度、昭和４２年度、昭和４７年度、昭和５２年度、昭和５７年度、昭和

６２年度、平成４年度、平成９年度に契約を結んだ契約件数３，３９８

件、契約面積１１５，１７４ha、植栽面積９２，９１６haの森林で、平

成１４年度に期中評価を行った箇所である。

(2) 期中評価の単位は、個々の契約地ごとに評価を実施すると膨大なもの

になるため、林野庁は、前回の評価時と同様に、地域ごと（緑資源機構

）、の出先機関のうち水源林造成事業を担当する６整備局の管轄区域ごと

上記８契約年度ごとにまとめて、計４８地区として評価することとし、
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本委員会に意見を求めたものである。

(3) 期中評価の手法は 「林野公共事業の事業評価実施要領」の中で、、

ア 費用対効果分析の算定の基礎となった要因の変化

イ 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他社会経済情勢の変化

ウ 事業の進捗状況

エ 関連事業の整備状況

オ 地元（受益者、地方公共団体等）び意向

カ 事業コスト縮減等の可能性

キ 代替案の実現可能性（状況の検討の結果、問題があると認められる

場合に限る）

の項目について、総合的かつ客観的に評価し、事業の継続、変更、休止

又は中止の方針を決定することとされているが、今年度の評価箇所が５

年前に評価を行っていることも考慮し、５年前との状況の変化を中心と

して、地区ごとに以下のような資料により検討を行った。

① 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他社会経済情勢の変化（第１

回資料４、第２回資料４）

未立木地の推移、不在村者所有森林の推移、既往の渇水状況及び公

私営別造林面積の推移等

② 対象地の概要等（第１回資料４）

整備局別、契約年度別の契約件数、契約規模別面積、樹種別植栽面

積等

③ 整備局ごとの各種特徴（第１回資料４）

契約規模別件数の構成比率、樹種別植栽面積の構成比率、所有形態

別契約面積の構成比率

④ 費用対効果分析の試行結果（第２回資料５）

さらに、中部整備局管内の期中評価対象地において、委員会による現

地調査を実施した。

なお、平成１７年度期中評価結果の平成１８年度実施の施策への反映

状況の確認を行った （第１回資料５ 。。 ）

(4) 以上の検討内容を集約し、地区ごとに「項目別取りまとめ表」に整理

、 「 」 。するとともに 総合的に判断して 期中評価結果 として取りまとめた

本委員会による検討の結果、前回の期中評価同様、森林・林業情勢、

関連公共施設への効果等の公益性からいずれの地区においても事業の必

要性は等しく認められたことから、

① 植栽木が順当に生育している林分がほとんどを占める地区について

は 「項目別取りまとめ表」の留意事項を遵守することを条件として、

「継続」

② 気象害等で広葉樹林化した林分及び植栽木の生育が遅れている林分

が、一定程度以上占める地区については 「一部の林分について事業、
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の実施方法を見直しの上、継続」とし、それらの林分については、施

業方法を変更する、又は、当分の間必要最小限の保育等にとどめる

とすることとした。


